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令和６年（2024年）4月11日（木曜日） No.１５７０区のおしらせ 4 月 1 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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　区では、小学校４年生～高校生
世代までのお子さんを対象に、無
料の学習・生活支援事業を実施し
ています。
　安心して学べる場で学習意欲と
基礎学力の向上を図り、自ら学ぶ
力を養う他、高校・大学などへの
進学や将来の安定就労につながる
よう、社会的自立に向けた支援を
行います。
　ボランティアの先生や支援スタ
ッフ、学習会の仲間と一緒に将来
について考え、楽しく学習します。
◎ 日時など、詳しくは

区茜でご確認くださ
い。

対　象
　区内在住で、就学援助（生活保
護含む）受給世帯、児童扶養手当
受給世帯または所得が同水準の世
帯の小学校４年生から高校生世代

（おおむね20歳以下の高校生、中
途退学者、未進学者など）
実施期間
　６月～令和７年３月
申し込み方法
　４月25日までに、対象区分ごと
の申し込みフォームから申し込む。
　各フォームからの申し込みが難
しい方はＥメールまたはファクス
で①参加者名（ふりがな）②学年③
保護者名④住所⑤電話番号⑥メー

ルアドレス⑦希望コース⑧就学援
助など支援の受給状況⑨平日連絡
可能な時間帯を明記して申し込む。
◎ 面談により利用者を決定します。
◎ 定員を超える応募があった場合

は、選考の上決定します。
◎ 定員に空きがある場合は、年度

の途中でも受け付けます。

逢�・申し込みについて
　 中央区子どもの学習・生活支援

事業運営事務局（ＮＰＯ法人キ
ッズドア）

　ＦＡＸ（５２４４）９９９１
　絢chuo@kidsdoor.net
・事業の問い合わせについて
　地域福祉課福祉総合相談係
　☎（６２７８）８０５９

　子育てに関する必要な情報提供や相談支援を行うと
ともに、ギフトカードを配布し、２歳を迎える子ども
がいる家庭の子育てを応援します。

対　象
　令和６年４月以降に２歳を迎
える子どもがいる世帯
ギフトカード内容
　育児用品などに利用できる
Webカタログギフト
　第１子　　　１万円相当
　第２子　　　２万円相当
　第３子以降　３万円相当

支給要件
・ 子どもの２歳の誕生日時点で

区内に住民登録がされている
こと

・ 保健所から送付するアンケー
トに回答すること

◎ 必要に応じて面談などを実施
する場合があります。

逢中央区保健所健康推進課給付係
　☎（３５４１）５９３０

日　時
　５月８日（水）
　午前10時～11時30分
会　場
　区役所８階大会議室
対　象
　幼稚園・小・中学校ＰＴＡ、地

域の団体
内　容
　家庭教育に関する講演や、子育
てに対する知識を深める学習会な
どを企画している団体向けに説明
会を行い、中央区地域家庭教育推
進協議会と共催で行う家庭教育学

習会の企画を募集します。
◎ 協議会は、企画・運営に関する

助言や講師謝金などの経費負担
を行います。
申し込み方法
　５月１日までに電話またはＥメ
ールに①団体名②参加者氏名③電

話番号を記入して申し込む。
逢�中央区地域家庭教育推進協議会
　事務局（文化・生涯学習課内）
　☎（３５４６）５５２６
絢�kateikyouiku@city.chuo.lg. 

jp

　妊娠期から出産・子育てまで
継続して必要な支援につなぐ伴
走型相談支援と出産・子育て費
用の負担軽減を図る経済的支援
を実施します。これらの取り組
みを通じて、妊婦・子育て世帯
が安心して出産・子育てをでき
るようにしていきます。
①伴走型相談支援
　 妊娠届出時、妊娠８カ月ごろ、

出生後に面談を行います。

②経済的支援
　 妊娠時と出生後にそれぞれ専

用Webサイトで利用できる
５万円分のギフトカード（計
10万円分）を配布します。配
布に当たり、①の妊娠届出時
と出生後の面談が必要です。
対　象　
　令和６年４月以降に妊娠・出
産をした方

逢中央区保健所健康推進課給付係
　☎（３５４１）５９３０

中央区子どもの学習・生活支援事業
～子どもの学びをサポートします～

特定不妊治療費（先進医療）助成

家庭教育学習会の企画募集説明会

伴走型相談支援・経済的支援
（出産・子育て応援交付金）の実施

▲小学生向け
　申し込みフォーム

▲中学生向け
　申し込みフォーム

▲高校生世代向け
　申し込みフォーム

　令和４年４月から保険適用され
た不妊治療と併せて行った指定の
先進医療について、費用の一部を
助成します。
　また、従来の特定不妊治療医療
費助成についても引き続き助成を
しています。
特定不妊治療費（先進医療）助成
対　象
　次の全ての要件に該当する方
・ 都の特定不妊治療費（先進医療）

助成事業の交付決定を受けてい
ること

・区内に住所があること
・ 同一年度で本区助成上限額（10

万円）を超える助成を受けてい
ないこと
内　容
　先進医療費用の10分の７から都
事業の助成金額を除いた額に対し、
１年度当たり10万円を限度に助成
します。

従来の特定不妊治療費助成
　対象・助成内容については、区
茜をご覧ください。
申し込み方法
　中央区保健所、日本橋・月島・
晴海保健センターで配布している
所定の申込用紙に記入して申し込
む。

　 ◀区茜

逢中央区保健所健康推進課健康係
　☎（３５４１）５９３０
　日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
　晴海保健センター健康係
　☎（６３８１）２９７２
◎ 晴海保健センターは４月15日
（月）開設です。

申し込みフォーム

バースデーサポートの実施
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